
 

  令和５年第８回選挙管理委員会定例会会議録 

   

開催日時 

                      午前１０時００分から 

  令和５年３月１日（水）                 

午前１０時３０分まで 

出 席 者 
委 員 與川委員長、小井委員長職務代理、梅田委員、本橋委員 

事務局 江川局長、油川次長、増田選挙法規担当係長、中野主査 

開催場所  選挙管理委員会室       傍聴人 １名 

会議の結果 

及び 

主な発言 

議 案 等 結果 

議案７号 

委員長職退任の届出について 

・委員長職退任 

・新委員長決定 

・委員退職の申出 

・補充員から補欠 

決定 

議案８号 選挙人名簿の定時登録について 決定 

議案９号 在外選挙人名簿の登録について 決定 

その他 予算特別委員会の日程について 

與川委員長 これから令和５年第８回の定例会を開会いたします。 

 ＜委員長職退任の届出について＞ 

與川委員長 
議案第７号ですが、わたくし事ですので、進行を職務代理にお願いします。 

それでは、私は退席させていただきます。 

 （委員長退席） 

委員長職務

代理 

委員長が地方自治法第１８９条第２項の規定により、議事に参与できません

ので、私が代理を務めさせていただきます。 

それでは、議案第７号です。２月２２日に、委員長から職務代理者である私

宛てに、委員長の職務をお辞めになりたいという辞職届けが提出されました。 

この件について、皆様にお諮りします。委員長から提出があった委員長職の

辞職届けですが、辞職を承認することで、よろしいでしょうか。 

梅田委員 ご本人のご意向ですので。 

本橋委員 私も、本人のご意向を尊重すべきと思います。 

委員長職務

代理 

私も承認せざるを得ないと思います。委員長から提出のあった委員長職の辞

職については、承認とします。 

 事務局は、與川委員をお呼びください。 

 （與川委員が自席に戻る） 

委員長職務

代理 

委員長が席に戻られましたので、４人で委員会を再開いたします。ただ今、

與川委員長の退任が了承されました。與川委員お疲れさまでした。 

委員長の退職が承認されたことにより、委員長が欠員となりましたので、引



き続き私が代理を務めさせていただきます。 

杉並区選挙管理委員会規程第３条第１項の規定によれば、委員長の選挙はこ

れを行うべき事由が生じた日から１０日以内に行わなければなりません。 

委員長の選挙日程について、どなたかご意見はございませんか。 

梅田委員 本日これから選挙を行うということでよいと思います。 

委員長職務

代理 

梅田委員から、本日執行とご意見がありましたが、本日、選挙を行うことに

ご意義ありますか。 

一同 異議なし 

梅田委員 この選挙については、指名推薦で委員長を決めてもよいと思います。 

委員長職務

代理 

委員長の選挙は、委員会規程第３条第２項の規定により、単記無記名投票で

行うこととされていますが、現在、梅田委員からご意見がありましたが、同条

第３項の規定により委員の皆様に異議がないときは、指名推薦の方法によるこ

とがでます。 

今回の選挙の方法については、いかがいたしましょうか。 

本橋委員 私も梅田委員の氏名推薦でよいと思います。 

與川委員 私も異論ありません。 

委員長職務

代理 

指名推薦の方法でよろしいということなので、そのようにいたします。 

それでは、どなたか推薦をお願います。 

梅田委員 私は、本橋委員がよろしいかと思います。 

委員長職務

代理 
他に推薦される方はいませんか。 

與川委員 本橋委員がよいと思います。 

委員長職務

代理 
私も賛成です。それでは委員長は、本橋委員にお願いいたします。 

一同 よろしくお願いいたします。 

本橋委員長 
よろしくお願いします。 

それでは事務局から、この後の処理などがありましたら説明をお願いします。 

局  長 

 初めに、委員会規程第５条第１項に基づき、委員長の職務を代理する委員を

指定していただく必要があります。本日の委員会後に旧委員長から新委員長へ

事務引継ぎをお願いします。 

 その他に、委員会規程第３条第４項に基づき、速やかに委員長退任及び新委

員長就任の告示。東京都選挙管理委員会等への報告等の手続きがございますが、

手続き関係は事務局で処理をいたします。 

本橋委員長 
初めに、委員長職務代理者の指名が必要ということです。委員長職務代理者

は梅田委員にお願いしたいのですが、お引き受けいただけますか。 

梅田委員 わかりました。 

本橋委員長 よろしくお願いします。 

與川委員 

新しい委員長が決定したところで、私からもう一件お話があります。 

わたくし事で恐縮なのですが、委員長職に加え選挙管理委員の職も退職したい

のです。 



 （退職願いを委員長へ手渡す） 

本橋委員長 

只今、與川委員より退職願が提出されました。委員の退職については、地方

自治法第１８５条第２項の規定により、委員長の承認事項です。ご本人のご意

向を尊重し、退職願を受理し承認いたします。 

本当に、長い間お疲れさまでした。 

 （與川委員退室） 

本橋委員長 

ただいま、選挙管理委員に１名の欠員が生じました。その場合は、補充員か

ら１名を補欠する必要があります。補欠の方法について、事務局から説明をお

願いします。 

局  長 

補欠については、地方自治法第１８２条第３項の規定により、補充委員から

１名補欠することになります。補欠となる順序については、選挙管理委員補充

員の選挙の結果順序で補欠することになります。 

但し、補充員の選挙の結果、上位２名が１０票、次いで２名が９票と同数が

２組になっていましたので、令和元年第４５回選挙管理委員会定例会の議案第

５６号「選挙管理委員補充員の順序について」において、くじを行い、松島さ

ん、佐藤さん、坪井さん、鳥生さんの順に決まっておりますので、松島さんが

補欠となります。 

本橋委員長 
それでは、事務局から松島さんへご連絡をお願いします。 

松島さんが、お引き受けくださった場合は、いつから出席ですか。 

局  長 
お引き受けいただけた場合は、最短で来週からですが、突然のことですので

ご予定もある事と存じますので、ご本人様のご予定も併せて確認いたします。 

本橋委員長 よろしくお願いします。 

 ＜選挙人名簿の定時登録について＞ 

本橋委員長 
続きまして、議案第８号 選挙人名簿の定時登録について事務局から説明を

お願いします。 

局  長 

３月１日の定時登録です。議案書に記載のとおりでございます。 

登録基準日は令和５年３月１日。登録日も同じく令和５年３月１日。投票区

別選挙人名簿登録者数は、別紙１のとおりでございます。後ほどご確認願いま

す。新規登録者数は７，７３３名で、抹消者数は９，４７８名です。別紙２の

直接請求に関わる数でございます。条例改正の要望などに関する数になります

が、選挙権を有する者の５０分の１の数は９，７１６名。長の解職や議会の解

散に必要な数は１４７，６３１名。市町村合併などに必要な数は８０，９６５

名です。毎回となりますが以上の数について東京都選挙管理委員会へ報告いた

します。 

本橋委員長 

今の説明に対して、質問などはございますか。 

私から１点よろしいですか。前回の定時登録が１２月１日でそのときと比べ

ると減っているということですね。 

局  長 

 ３月の定時登録は、８月から１０月に転出した方々が抹消対象ですので、下

半期の１０月１日で転勤になる方や、新学期前の夏休み新居を購入などで転出

される方もいますので、そういった理由などが考えられます。 

 結果的に転出超過だったということです。 

本橋委員長 関連しますが、選挙時登録のタイミングはいつでしかた。 

小井委員 公告示日の前日ですよね。 



 

 

局  長 令和５年４月１５日になります。 

本橋委員長 

ありがとうございます。 

その他にご意見やご質問はございますか。 

無いようでしたら、議案第８号は決定とします。 

 ＜在外選挙人名簿の登録について＞ 

本橋委員長 
続きまして、議案第９号在外選挙人名簿の登録について事務局から説明をお

願いします。 

局  長 

在外選挙人の登録になります。根拠法令等は資料に記載のとおりです。登録

日は３月１日です。新規登録者は１５名です。抹消者が６７名です。登録別の

一覧は資料に記載のとおりです。前回までの登録者数が１，４３２名で、今回

は抹消者が５２名多いので、１，３８０名となります。 

在外で多い所は、一番多いのが英国大使館で、ニューヨーク、サンフランシ

スコ、ロサンゼルスと、いつもと同じ場所が多くなってございます。 

本橋委員長 

今の説明に対して、質問などはございますか。 

無いようでしたら、本件は決定とします。 

報告事項などございますか。 

 ＜その他＞ 

局  長 

議会の報告ですが、明日から予算特別委員会が始まります。歳入が２日、３

日の２日間で、歳出の当該款が６日、７日の２日間を予定しています。 

既にいつくかの質問が予定されています。 

本橋委員長 質問通告があれば、新委員長である私と局長が出席するのですよね。 

梅田委員 よろしくお願いします。 

局  長 
質問が無くても、委員長は委員会室にいていただきますので、よろしくお願

いします。 

本橋委員長 それでは議会以外の報告はありますか。 

局  長 

あとは、日程の確認のみです。 

次回は、３月８日９時からで、その次は、１５日１１時からです。１５日は

選挙従事者の委嘱が議案で予定されています。 

本橋委員長 もう、委嘱の時期なのですね。 

局  長 
はい、１５日に決定されれば、翌１６日に職員に対して通知します。 

４月の繁忙期なので、派遣を多くして、職員数を極力減らして委嘱します。 

本橋委員長 

翌日開票に決めたときに、その方向で行こうと決定していますので、よろし

くお願いします。 

本日の全体を通じて、ご質問やご意見はよろしいですか、無いようですので

委員会を閉じます。 


